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  教育厚生委員会会議録 

 

日時     令和６年３月５日（火）    開会時間 午前 １０時００分 
                      閉会時間 午後  ２時５９分 
 
場所     委員会室棟 第２委員会室 
 
委員出席者  委 員 長  臼井 友基 

        副委員長  中村 正仁  

委    員  久保田松幸  宮本 秀憲  伊藤  毅  寺田 義彦 

              古屋 雅夫  菅野 幹子  志村 直毅 

 
委員欠席者  なし  
 
説明のため出席した者  
 

感染症対策統轄官 成島 春仁  感染症対策統轄官補 佐野 満 
   感染症対策監 大森 栄治  グリーン・ゾーン推進監 小川 敏幸 

 
福祉保健部長 井上 弘之  福祉保健部次長 土屋 嘉仁 
福祉保健部次長 植村 武彦  福祉保健総務課長 小澤 理恵 

   健康長寿推進課長 清野 浩  国保援護課長 知見 圭子 
   障害福祉課長 渡邊 文昭  医務課長 若月 衞  衛生薬務課長 藤巻 勤  
   健康増進課長 清水 康邦 
 
   子育て支援局長 斉藤 由美  子育て支援局次長 三井 博志 
   子育て政策課長 山本 英治  子ども福祉課長 篠原 孝男  
 

議題   
（付託案件） 

第  ４   号   山梨県行政機関等の設置に関する条例等中改正等の件 
  第 １４ 号   山梨県障害者幸住条例中改正の件 
    第 １５ 号   山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例中改正の件 
    第 １６ 号   山梨県立精神保健福祉センター設置及び管理条例及び山梨県精神科病

院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例中改正の件 
  第 ２０ 号    山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例廃止の件 
  第 ４１ 号    地方独立行政法人山梨県立病院機構中期計画の認可の件 
  第 ４２ 号   山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例等

中改正の件 
    第 ４３ 号   山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例等中改正の件 
    第 ４４ 号   山梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例等中改正の

件  
  第 ４５ 号   山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例等中 

改正の件 
 

請願第５－４号  「保育士配置基準改善と大幅な賃金引き上げを求める意見書」の採択

を求めることについて 
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請願第５－１２号  「現行の健康保険証の存続を求める意見書」提出を求めることについ  

          て 

 
 

（調査依頼案件） 
第 ２１ 号   令和６年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中教育厚生委員会 

関係のもの及び第３条債務負担行為中教育厚生委員会関係のもの 

第 ２４ 号   令和６年度山梨県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

第 ３１ 号   令和６年度山梨県国民健康保険特別会計予算 

 

 
審査の結果    付託案件については、原案のとおり可決すべきものと決定した。また、請

願第５－４号、請願第５－１２号については、継続審査すべきものと決定し

た。また、調査依頼案件については、原案に賛成すべきものと決定した。 
 

 
審査の概要    午前１０時から午後０時４５分まで、途中休憩をはさみ、午後１時５９分

から午後２時５９分まで感染症対策センター・福祉保健部・子育て支援局関

係の審査を行った。  
 
 

主な質疑等 感染症対策センター・福祉保健部・子育て支援局関係 

 

※調査依頼案件 

 

※第２１号  令和６年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中教育厚生委員会関係のも 

の及び第３条債務負担行為中教育厚生委員会関係のもの 

 

質疑 

        （グローバル・アドバイザリー・ボード開催費について） 

中村副委員長  まず、感の２をお願いします。感染症対策費の感染症対策推進費、国内外の

感染症専門家からなる会議を設置するという名目がありますが、メンバーの構

成はどのような基準になっていますか。国外という記載がありますが、国外の

専門家について教えていただければと思います。 

 

大森感染症対策監 ただいまの質問にお答えします。 

        グローバル・アドイバイザリー・ボードのメンバーとして３名いらっしゃい

まして、まずお１人目が、日本医師会の常任理事であります釜萢敏先生、２人

目が、コロンビア大学教授の辻守哉先生、３人目が、昭和大学医学部の二木芳

人先生、３名でございます。 

         

中村副委員長  詳しくは分かりませんが、名前を聞く限りではかなり有名な方だと思います

が、国外の方というのは、外国人ではないということですか。 

 

大森感染症対策監 コロンビア大学の辻先生は、日本人の方でございます。 

 

       （手話言語理解促進事業費について） 

中村副委員長  次に福の３７をお願いします。福の３７の６番。手話言語理解促進事業費の

ところで、懸垂幕の作成を今回すると出ていますが、９月２３日の手話言語条
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例のイベントの際に講演をしてくださった先生が、埼玉の先生だと思ったので

すけれども、テレビの番組で手話通訳の方々が放映されているというお話があ

る中で、県の広報番組では手話通訳の方が御活躍されているのはよく存じ上げ

ていますけれども、例えば民放で手話の番組を促進するということは考えてい

らっしゃるのでしょうか。 

 

渡邊障害福祉課長 お答えいたします。 

        本県では、知事の会見ですとか、そういったところには手話通訳を置いてい

るところです。そこで、民放というお話もありましたけれども、昨年の９月２

３日に手話言語の日ということで、ＹＢＳさんのほうで、ニュースに手話通訳

を入れたというところがありますが、引き続きそういった手話のテレビでの放

送ができるように、関係者に働きかけていきたいと思っています。 

 

中村副委員長  予算の関係もあるかと思いますので、民放とかに働きかけをぜひ進めていた

だいて、手話言語条例がせっかく山梨県でできましたので、これまで以上に促

進を図っていただければと思います。 

 

        （やまなし保育支援者派遣事業費補助金について） 

        続きまして、子の８をお願いします。１８番のやまなし保育支援者派遣事業

費補助金になりますけれども、保育士の処遇改善というところが継続審査にな

っておりますが、これにつきましては、今後、さらに促進を図っていくという

ような考え方でよろしいでしょうか。 

 

山本子育て政策課長 ただいまの質問にお答えします。 

        子の１８番の新規、やまなし保育支援者派遣事業費補助金につきましては、

各団体から保育士不足がある中で、一番欲しい部分については、保育士さんが

お休みだとか長期の研修だとかいったときに、それを支えてくれる支援者の人

員が欲しいということがありましたので、その支援者を雇用するために各機関

にお願いすると思うのですが、その際に発生する手数料の分について補助する

ものでございます。これをとおして、保育士の働きやすい環境をつくっていく

というところを目的としております。 

        以上でございます。 

 

中村副委員長  ありがとうございます。継続審査のほうで出ていますので、ぜひこの辺も積

極的に支援をよろしくお願いいたします。 

 

        （やまなし社会的養育推進計画策定事業費について） 

        すみません、最後に、子の２２をお願いします。６番のやまなし社会的養育

推進計画策定事業費の中で、検討委員会の開催と出ているのですが、附属機関

の設置に関わる運営要綱の第６条の中で、女性の運営委員を４０％入れるよう

にというような努力義務があるかと思うのですけれども、これに対して、特に

子育ての分野につきましては、やはり男性より女性の意見というのが非常に効

果的ではないかと思うのですが、メンバー構成はどのような形になっているの

でしょうか。 

 

篠原子ども福祉課長 お答えいたします。 

        メンバーは、今のところ外部委員の方３名、内部委員の方３名の６名を想定

しております。詳細なメンバーについては、また今後検討をさせていただきま

すので、御指摘の案件につきましても配慮しながら選定を進めていきたいと思
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っております。 

 

中村副委員長  女性の委員さんを探すのは非常に大変だというのも理解はできるのですが、

特にこういった分野ですので、女性の委員もぜひ積極的に選任していただけれ

ばと思います。 

 

        （協定医療機関施設設備整備事業費補助金について） 

伊藤委員    何点かよろしくお願いいたします。まず、感の５ページの一番上の、協定医

療機関施設設備整備事業費補助金になるのですが、来年度見直しの感染症の関

係の部分だと思うのですけれども、この中で、防護具保管庫の助成はどのよう

な想定なのか、もう少し具体的なことを教えてください。 

 

大森感染症対策監 ただいまの質問にお答えします。 

        こちらに記載されている防護具保管庫ということですが、今回のコロナの感

染の拡大時に、個人防護具、例えばマスクとかガウンとか、そういったものが

足りない状況にありましたので、次の感染症危機に備えまして、そうしたもの

を日頃から備蓄していくということで、そういった防護具等の保管庫の設置に

対して補助を出すものでございます。 

         

伊藤委員    一応確認ですけれども、協定を結んでいただいた医療機関という限定でよろ

しいですか。 

 

大森感染症対策監 おっしゃるとおり、協定締結した医療機関に対しての補助となります。 

 

        （やまなし地域支え合いコミュニティ再生推進事業費補助金について） 

伊藤委員    福の６ページをお願いします。一番上のやまなし地域支え合いコミュニティ

再生推進事業費の事業内容を詳しく教えてください。 

 

小澤福祉保健総務課長 やまなし地域支え合いコミュニティ再生推進事業につきまして御説明

いたします。 

        こちらのほうは、誰一人取り残さないというところを目的といたしまして、

県社会福祉協議会のほうで、市町村の社会福祉協議会が行っているモデル事業

に対して助成しているものでございまして、令和４年度から実施をしているも

のになります。 

        具体的に言いますと、地域支え合いということと防災ということを、今、２

つのテーマで行っていくようになっておりますが、一つ、地域支え合いプロジ

ェクト事業といたしましては、甲斐市の社協さんが子ども子育て世帯への支援

ということを行っていたり、富士川町さんのほうで他機関との地域の見守り支

援を行っていたりということが、それ以外にも、小菅村の社協さん、韮崎市の

社協さん、山中湖の社協さんというところで、プロジェクトの取組を実施して

おります。 

        もう一つ、災害支え合いプロジェクトというものがございますけれども、災

害福祉支援ということで、山梨ＤＷＡＴ、福祉支援を行う災害派遣福祉チーム

の運営を県社協のほうで行ったり、県と一体となって取組を行うということを

しております。 

         

伊藤委員    そうすると、福祉教育講座や講演会というのは、社協を対象にしたものとい

うことですか。 

 



令和６年２月定例会教育厚生委員会会議録（当初） 
 

 5

小澤福祉保健総務課長 具体的な実施主体といたしますと、県ということではなくて、県の社

協さんや市町村の社協というところで、地域とともに一体となって取組を行っ

ているということになっております。 

 

伊藤委員    現実のところ、地域の自治会単位に落とし込んだときに、なかなかうまくい

っていない事業で、ただ、今後の人生１００年時代を見据えたときには、この

事業はとても大切だと思いますので、何とか頑張っていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

        （人と動物の共生社会推進事業費について） 

        続きまして、福の７０ページをお願いします。人と動物の共生社会推進事業

の中で、前年度と変わったところをもう一度教えてください。 

 

藤巻衛生薬務課長 （２）の不妊・去勢手術費の補助金につきまして、今年度につきましては、

飼い猫も全て対象ということにしていたところですけれども、飼い猫の繁殖制

限につきましては、飼い主の責務というところもございますので、来年度につ

きましては、飼い猫は基本は対象外ですけれども、多くの猫を飼うことによっ

て周辺の生活環境に悪影響が生じるようなケースもございますので、そのよう

な際に限っては対象とするというところが一番大きな違いとなっております。 

        

伊藤委員    １点確認ですけれども、不妊・去勢手術の補助金というのは、１０分の１０、

県の事業になると思いますが、窓口は当然市町村になっていて、窓口対応や書

類申請は、市町村ごとに違うのか、それとも共通なのか教えてください。 

 

藤巻衛生薬務課長 事務の流れですけれども、これにつきましては、手術するのが動物病院と

いうようなところですので、やり方としては幾つかあるとは思いますけれども、

県から示しているのは、動物病院で手術をした金額を、飼い主さんが市町村の

窓口、主には環境課が中心になると思いますけれども、そちらのほうに領収書

を持っていって、後日振り込んでいただくというような、それが市町村での事

務の流れになります。 

        市町村がそれを取りまとめて、県に一括して、年度を締めたところで申請を

するということになっております。 

 

        （卵子凍結保存等助成事業費について） 

伊藤委員    分かりました。次に、子の１４ページをお願いします。 

        新しい事業の卵子凍結保存等助成事業費ですが、これはまさに委員会でも富

山に研修に行った際に、女性のライフプランとキャリア形成や出産・妊娠とい

う時期が重なったりするところが課題であるということが話に出て、それを何

とか克服しようという事業だと思うのですけれども、まず事業の内容をもう少

し詳しく教えてください。 

 

山本子育て政策課長 事業の内容につきまして御説明申し上げます。 

        まず、対象者は県内に居住しておりまして、年齢を重ね妊娠が難しくなる可

能性がある方を対象としております。また、課別説明書に記載のとおり、プレ

コンセプションケア研修会に参加した方としております。 

        補助対象は、現在保険適用外となっています卵子の採取、保存、活用に係る

医療費でありまして、助成金額は補助率２分の１、上限額は県内の医療機関の

場合は１回につき２０万円、県外医療機関の場合は１０万円を限度としており

ます。助成回数は１人当たり２回までとしております。 
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        また、助成を受ける方につきましては、事業に関する調査に協力していただ

くこととしておりまして、回答は今後の事業執行の参考にすることとしており

ます。 

        また、卵子凍結のついた生殖補助医療に関する費用につきましては、補助率

２分の１、上限は１２万５，０００円であります。 

 

伊藤委員    今の説明の中で、年齢を重ね妊娠が難しくなる可能性がある方が対象という

ことですが、それはどうやって認識するものですか。 

 

山本子育て政策課長 企業や市町村に対しまして、自社等で行う健康診断を通して、将来の妊

娠に備えた現在の健康状態を調べるプレコンセプションチェックの実施を促進

いたします。そして、プレコンチェックを受けられる方の結果を専門機関で分

析しまして、医師に確認してもらうことで、年齢を重ね妊娠が難しくなる可能

性がある方を認識することとしております。 

        また、該当者につきましては、医師の助言を受けられる機会を提供していく

こととしております。 

        

伊藤委員    新聞の産婦人科の先生のコメントを見た中でも、やはりメリットもあればデ

メリットもあるという中で、その部分を理解した上でしっかりそれを選択して

もらうというのが大切だと思うのですけれども、その辺の部分というのはどの

ような取組を考えていますか。 

 

山本子育て政策課長 今、議員がおっしゃったように、メリット・デメリットをしっかりと把

握して行っていただくということが最重要だと思っております。卵子凍結を希

望される方につきましては、事前にメリット・デメリットを理解していくため

の機会を提供いたします。 

        方法は、ｅラーニングの学習を考えております。これにより学習される方は、

時間や場所に制約されることなく、卵子凍結のメリット・デメリットを学ぶこ

とができ、また何度でも反復で学習することができます。 

        さらに、ｅラーニングは本人が学習したいかどうか把握できるため、提供側

の県としましても、大変有効な手段だと考えております。 

         

伊藤委員    いずれにしましても、人口減少ということに対しては重要な取組と思います

が、なかなか女性のこういった理想のキャリア形成に関しては、難しい部分も

あるかと思いますので、ぜひとも慎重な形で進めていっていただければと思い

ます。 

         

        （感染症対策連携強化訓練事業費について） 

寺田委員    ３点質問させていただきます。まず、感の５ページ、感染症対策費、マル新

の感染症対策連携強化訓練事業費についてお伺いします。 

        まず、こちらのほうは、恐らく今策定中の山梨県感染症予防計画、感染症対

策ビジョンに基づいてというところだと思うのですが、まず、この事業策定の

経緯をお聞かせいただければと思います。 

 

大森感染症対策監 今回、この訓練の実施について予算計上しましたのは、新型コロナ以前に

おいては県を交えた医療機関等との訓練等をやってきませんでした。その結果、

訓練を実施しなかったことで、コロナ対応において後手に回ったというところ

がございますので、今後、次の感染症危機に備えまして、平時のうちからこう

いった訓練を実施して対応を備えてまいりたいと考えております。 
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寺田委員    意図は確認できました。具体的にこの事業内容は、当然県を中心にというと

ころですが、どのような関係機関とどのような形で訓練を行うのかお聞かせく

ださい。 

 

大森感染症対策監 訓練の中身自体は、まだ具体的には決まっていないところですが、県、市

町村、病院や診療所等、幅広にお声かけして、机上訓練という形で実施したい

と考えております。 

         

寺田委員    恐らく今まではこういったことがなく、初めての試みで非常にすばらしいこ

とだと思いますが、イメージでいうと防災訓練の感染症対策版のような形と思

うのですが、これをやることによってどういった効果が期待されているのか。

当然意識啓発というところもあると思うのですけれども、やはり１回だけでは

なくて、やったことで反省、課題が出て、また次にという想定はされているの

でしょうか。 

 

大森感染症対策監 今回、机上で一堂に会したところで開催するということで、例えば感染症

が発生したということを想定に、行政機関、県市町村、医療機関がお互いに、

どのように動くのかを確認するための訓練をしたいと思っております。これに

より、それぞれの機関が持っている計画やマニュアルがしっかりと動くのか、

そのようなことも検証してまいりたいと思っています。 

        あわせて、一堂に会することで、それぞれの立場でどのようなことをやって

いるのか、医療機関が今、何を欲しているのか、医療機関から見ると県が何を

行っているのか、そのようなこともお互いに顔の見える関係で訓練を実施して

まいりたいと考えています。 

         

寺田委員    行く行くは、このような訓練を重ねることで、訓練自体を成熟させていただ

きたいと思います。コロナ禍をぜひ無駄にせず、山梨県独自のグリーン・ゾー

ン登録制度も含めて、民間の方々も含めた、より幅広な訓練をしていただけた

らと思っております。すばらしい取組だと思いますので、御期待申し上げて、

次の質問にまいります。 

 

        （災害時精神医療等体制整備事業費について） 

        続いて、福の７９ページ、精神保健費のマル新の災害時精神医療等体制整備

事業費についてお伺いします。 

        まず、この事業の内容を具体的にお聞かせください。 

 

清水健康増進課長 こちらの事業は、２つの事業から成り立っております。まず１つ目の施設

設備等整備費補助金に関しましては、厚生労働省から、全国に災害拠点精神科

病院を整備するような方針が示されております。 

        本県においては、県立北病院を災害拠点精神科病院に指定をすべく、指定要

件に必要となる施設整備、備品整備に助成を行うものになります。 

        （２）の災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）養成事業費に関しましては、

現在、本県１３チーム、ＤＰＡＴ整備をしております。本県で被災した場合、

広域的あるいは長期的になるということも想定して、山梨ＤＰＡＴを拡充して

いく事業になっています。 

         

寺田委員    まず、施設整備は災害拠点精神科病院である県立北病院の整備というところ

がありますが、これを具体的に整備することによって、災害時にどのような効
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果が期待されて、また、精神疾患を持たれている方がどのようにケアされるの

か、どのようにお考えですか。 

 

清水健康増進課長 過去、大きな災害が発生しているわけですが、その中で精神障害を抱える

方への医療提供、あるいは精神症状の安定化、こういったものを一般の病院で

行うことが非常に困難であったと、そのような反省がございます。 

        その上で、本県に災害拠点精神科病院が指定されることで、災害時の精神障

害者の方の医療提供、あるいは精神症状の安定化が図られるということになり

ます。こちらは県内のほかの病院に入院されている方、通院されている方を受

け入れるという意味で、県内全域に効果があるものになっております。 

 

寺田委員    北病院だけではなくて、災害時においては、ほかの通常の病院の患者さんも

災害時には受入れができる体制ということで、今の御説明が理解できました。

その部分に関しては、常に精神疾患をお持ちの方々の対応だと思うのですが、

やはり災害時は災害時特有の避難所ですとか、逆に災害時に精神疾患を患う

方々、そういった方々も多くいらっしゃると思いますが、そこへの対応は、今

回は含まれているのでしょうか。 

 

清水健康増進課長 （２）の災害派遣精神医療チーム養成事業ですが、ＤＰＡＴチームを養成

いたしました後には、県内各地に赴いて精神科医療を提供するというものにな

りますので、こちらも県内全域に効果が波及するものと考えております。 

 

寺田委員    北病院のほうは受入れ側の整備、そしてＤＰＡＴのほうは赴いて、出向いて

診察、治療等されるということで理解しました。 

        このＤＰＡＴに関しては現状がどれくらいで、今度この事業を養成していく

ことでどれくらいを目指していくのかというところを、もし分かれば教えてい

ただければと思います。 

 

清水健康増進課長 本県のＤＰＡＴは現在１３チームございます。年２チームほどの養成を続

け、最終的には２０チームを目指しております。 

         

寺田委員    大幅に拡張する、充実させていくということで、御期待申し上げます。ＤＰ

ＡＴにつきましては、先般の能登半島地震においても派遣されているというこ

とで、県内だけではなくて県外の有事の際にも御活躍していただけるというこ

とで、御期待していますので、よろしくお願いいたします。 

 

        （透析医療提供体制強化事業費補助金について） 

        最後に、福８７ページ、地域医療対策費、マル新の透析医療提供体制強化事

業費補助金についてお伺いします。まず、補助金についての内容を御説明お願

いいたします。 

 

清水健康増進課長 こちらの補助金につきましてですが、山梨県透析医会に助成をいたしまし

て、現状、透析医療機関が被災した場合には、電話により被災状況の確認であ

るとか、必要な物資、あるいは被災していない病院に関しましては、受入れ可

能な患者数などの確認ということを行っております。 

        これは一つ一つ行っておりますので、非常に時間がかかるということで、被

災した病院の患者さんを、代替となる医療機関と調整するのが、時間がかかる

という問題がございました。この補助金によりまして、まず、受入れ体制の実

態調査を実施するということで、各医療機関の最大の患者受入れ数、あるいは
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各患者さんの安否確認の方法をどのようにやっているかという実態を把握いた

します。 

        災害時透析情報共有システム、こちらを県内の透析医療機関に導入をいたし

まして、平時から患者受入れ可能数を把握しておくとともに、災害時にはこち

らのシステムを活用して、必要な物資や被災状況を入力していただきます。 

        一方、被災していない医療機関に関しては、何日に何人受け入れられるとい

う情報を入力していただきます。そうしますと、システムの画面上で即座にマ

ッチングができるということで、切れ目のない透析医療が図られるということ

になります。 

        

寺田委員    透析患者の皆さんに対応できる病院も当然限られておりますし、休むわけに

はいかない、常にどのような状況でもやっていかなければいけないという中で、

システム導入を含め、非常に助かる事業だと思っております。 

        今、災害とおっしゃっていたのですけれども、先般の新型コロナウイルスの

感染症の際に、私の元にも、透析患者の皆様、そして対応される病院から、御

苦労されたというお話を伺っておりますけれども、やはり災害には感染症の感

染拡大、そのようなものも含まれるという認識、そのような場合でも対応でき

るシステムという理解でよろしいでしょうか。 

 

清水健康増進課長 そのとおりでございます。感染症によりクラスターが発生して受け入れら

れないであるとか、医療従事者が出勤できないということも想定されますので、

このシステムによりマッチングすることで、代替の医療機関が調整できるとい

うものになります。 

 

寺田委員    ぜひ一刻も早くシステムを構築していただいて、また調査もあるということ

なので、しっかりと改善していただいて、一刻も早く患者さんがより使いやす

く対応できるように、周知も併せて取り組んでいただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

        （感染症対策推進費について） 

古屋委員    まず、感の２でありますが、昨年５月に新型コロナウイルス感染症の位置づ

けが５類に移行したということで、感染症グループの予算も大幅に７９億６，

０００万円余のお金が減額されているということで、ある意味では、お金だけ

で評価はしてはいけないのですが、落ち着いてよかったなと思っていますし、

日常生活もおかげさまで徐々に普通の生活に戻りつつあるのですが、そうは言

っても、なかなかこの感染症は安心しているわけにはいかないだろうと認識を

しています。 

        また、昨年の１２月でも私は代表質問で、新型コロナを含めたウイルス関連

の関係について質問いたしましたけれども、感染症の流行が大小はあるのです

けれども繰り返されているという現状を踏まえると、やはり感染症への備えと

いうのは、しっかり意識を持ってやっていくことが大変大事だと思っておりま

す。 

        そうした中で、県は感染症予防計画を改定することとして、現在、私の記憶

で言うと３月１日から１５日までパブコメをやっておられると思いますので、

それに関して、感の２の下段から感の３の関連予算について質問をさせていた

だきたいと思っております。 

        第１点は、この計画は感染症法に基づき感染症対策の方向性や在り方などを

定めるものと承知しているのですが、まず、改定後の基本的なこの計画の考え

方についてお伺いしたいと思います。 
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大森感染症対策監 新たな計画は、３年以上にわたった新型コロナ対応の経験を、今後の感染

症対策にしっかりと生かしていくことを念頭に、大幅に内容を見直すこととい

たしました。 

        その上で、今後未知なる感染症が発生したとしても、県民の生命と健康を守

りつつ社会経済活動が維持できるよう、新たに基本理念として、感染症に強靱

な社会の実現を掲げました。新型コロナの対応の課題も踏まえる中で、感染対

策の連携強化とか、専門人材の養成、医療提供体制の強化など１０の戦略を設

置いたしまして、それぞれに目標を立て、感染症に強靱な社会の実現に向けて

取組を進めることとしております。 

 

古屋委員    新型コロナ感染症は、３年以上にわたって県民の生命、健康を脅かしてきま

したが、この多大な影響を踏まえて、その経験、特にこの過程の中では、関係

機関との連携不足や保健所との関係など様々な課題があったと思いますが、こ

のことを踏まえて、これからの有事に備えた具体的な計画のポイントについて

どのように考えているのか、お伺いしたいと思います。 

 

大森感染症対策監 新型コロナの対応におきましては、感染拡大に伴いまして、病床や発熱外

来などの医療提供体制を順次増強していきましたが、体制の確保や調整に時間

を要することもございました。 

        このため、新たな計画におきましては、未知の感染症が発生した場合であっ

ても迅速かつ的確に対応できるよう、病床の確保とか発熱外来、自宅療養者等

に対する医療の提供などを、平時のうちから医療機関と協定を締結することで、

前もって必要な体制を確保していることが、今回の計画の大きなポイントとな

ります。 

        そのほか、衛生物資が不足したことの反省を踏まえまして、感染拡大時に必

要なマスクやガウン等の衛生物資を迅速かつ安定的に供給する備蓄体制の構築

や、関係機関が合同で実施する訓練などに取り組むこととしております。 

         

古屋委員    もう１つは、これまで３年間議会の中で議論されてきたのは、専門人材の育

成というのが大きな課題だったと思っております。これについて、専門人材の

養成を含めて、県は今、この計画の中でどのように考えていくのか、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

 

大森感染症対策監 委員御指摘のとおり、コロナ対応におきましては、専門人材の不足が１つ

の大きな課題でもございました。このため、新たな計画におきましては、感染

症専門人材の養成、資質の向上を戦略の一つと掲げまして、積極的に取組を進

めていくこととしております。 

        具体的には、山梨大学や県立中央病院と連携しまして、感染症専門医を計画

的に養成すること。あと、県立大学に感染管理認定看護師教育課程を設けまし

て、感染管理認定看護師を計画的に養成することとしております。 

        それに加えて、医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師を対象に、感染管理に

関する講義や実地訓練を実施することにより、施設等で感染症が発生した場合、

クラスターが起きた場合に対応できる即戦力を養成することとしております。 

         

古屋委員    最後に、やはりこうした計画を含めたビジョンを示し、感染症対策に取り組

んでいくことは大いに県民も期待しておりまして、これをただ絵に描いた餅で

はなくて、しっかり実行していくためにはどうしていくかというのが、最後の

決め手になると思いますので、この実行性を確保していくことについてどのよ
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うな取組をしていくのか、お伺いしたいと思います。 

 

大森感染症対策監 まず、計画の実行性を担保するため、目標に至る進捗を管理するために、

メルクマール、中間指標を取組ごとに設定したところでございます。 

        また、来年度、県・関係機関等が合同で訓練を実施し、その取組が実行性を

伴っているのか確認していくこととしております。 

        さらに、県、保健所設置市であります甲府市、医療機関、その他関係機関で

構成する感染症対策連携協議会におきまして、計画に基づく取組状況を毎年報

告し、目標の進捗状況について確認を行い、ＰⅮＣＡサイクルに基づき検証及

び改善を行うこととしております。 

         

古屋委員    いずれにしましても、一度感染症が発生すると、甚大な被害にもなりますし、

社会にも大きな影響を及ぼすということは、御案内のとおりでございます。常

に平時から備えをしていくということが極めて重要だと認識しております。 

        また、先ほども答弁いただきましたけれども、人材育成、これも簡単に一朝

一夕でできるものだと思っておりませんが、ぜひこの辺についても、今までの

総括といいますか、反省を踏まえて、県民の期待に応えられるような計画、実

践をしていただきたいと思いまして、終わりたいと思います。 

 

        （手話言語理解促進事業費について） 

        次に、福の３７ページの６、手話言語理解促進事業費についてお伺いしたい

と思います。 

        山梨県は、昨年、手話言語条例の制定後初めて、やまなし手話言語の日であ

る昨年９月２３日に、記念フォーラムを開催し、あるいは講演、手話クイズ、

手話落語など、多彩な催し物を実施したと私は承知しております。 

        特に聴覚障害のある方もない方も大勢の県民が来場されたと伺っております

が、手話に対する理解というのは、幾つかのそういったイベントなどを通じて

深められたと思っています。 

        その他、手話言語の日前後に県や各市町村庁舎において、のぼり旗を掲出す

るとか、あるいはモニュメント、ブルーライトのアップなども行ったと承知し

ていますが、今日も傍聴席に聴覚障害者の団体の方々も見えておりますが、こ

のような取組を今後もぜひしていただきたいという、そんな御希望も頂いてい

るところでございます。 

        そこで、来年度のやまなし手話言語の日にはどのような取組を行うのか、ま

ずお伺いしたいと思います。 

 

渡邊障害福祉課長 やまなし手話言語の日のことを多くの方に知っていただき、手話への理解

を県民全体に広げていくことが重要であります。このため、来年度は手話言語

の日を中心に、のぼり旗やブルーライトアップに加えまして、県内２か所での

懸垂幕の掲出や、甲府駅ビルのデジタルサイネージでの情報発信、また、映画

館における幕間広告など、さまざまな媒体を活用して啓発を行ってまいります。 

        またその際には、聴覚障害者団体の方や市町村と緊密に連携をして、お互い

の取組ですとかイベントなどへの協力によって、啓発活動を効果的に実施して

まいりたいと考えております。 

         

古屋委員    次に、今議会の中の本会議一般質問の中で、知事は手話で会話できるタレン

トによる参加型の啓発イベントをしていきたいと、このような御答弁をなさっ

ていたと記憶しているのですが、具体的にこの開催時期や内容についてお考え

があれば、お聞きしたいと思います。 
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渡邊障害福祉課長 まず開催時期につきましては、本年８月上旬の多くの県民が大型商業施設

を訪れる休日を予定しております。 

        内容につきましては、手話で会話ができるタレント、そういったタレントさ

んは所属事務所内で手話部といったものを結成し、活動をしているようでござ

いますが、こうした方を進行役に起用しまして、会場の方々との掛け合いで手

話を実際にやってみて、手話に慣れ親しんでいただけるようなイベントにした

いと考えております。 

        また、本年度の条例施行記念フォーラムにおきましては、聴覚障害者団体の

方には手話クイズという形で、来場者の手話に対する意味を深める催しを行っ

ていただきましたので、来年度のこのイベントにおいても御参加、御協力をお

願いしたいと思っております。 

 

        （聴覚障害者情報センター運営事業費について） 

古屋委員    最後に、手話言語条例では、県は手話言語に対する県民の理解の促進を図る

とともに、手話通訳者の確保、養成を行うと記載されていますが、手話通訳者

の養成・派遣事業については、このページの３、聴覚障害者情報センター運営

事業として実施すると承知をしています。本県の手話通訳者の数と、その確保

に向けた養成講座の実施状況についてお伺いしたいと思います。 

 

渡邊障害福祉課長 まず、手話通訳者数につきましては、県の手話通訳者派遣事業に従事して

いただくため、本年度県から委嘱している方は県内５６名であります。先日、

本年度の手話通訳者認定試験の合格発表がありまして、５名の方が本県から受

験をして、うち２名の方が合格されましたので、新たに２名の方が来年度は加

わっていただけるかと思っております。 

        また、養成講座については、厚生労働省のカリキュラムに従いまして、基本

課程、応用課程、実践課程の３つの段階の実施に加えまして、県独自にこれら

３つの課程の前に入門課程を、また、３つの課程・実践課程の最後に認定試験

対策講座を実施しております。 

        本年度、これらの講座の受講者は、最初の入門課程が２０名、基本課程が９

名、応用課程、実践課程、認定試験対策講座の３部門については、それぞれが

６名の方が受講したという状況でございました。 

         

古屋委員    ぜひ、こういった事業を積極的に取り入れていただいて、だんだん高齢化に

なってきますから、私が承知しているところでは、手話通訳者数というのは多

分１００名ぐらいいるのではないかと思うのですけれども、そういった意味で

は、次の新しい通訳者をどんどん育成していく、これをぜひやっていただきた

いと思います。 

        結びに、高齢化に伴って、通院や入院の際の手続など、手話通訳者の派遣を

依頼するケースが今後も増えてくるのではないかと思います。県民の手話に対

する理解を一層促進するとともに、手話通訳者の確保、意思疎通、支援をしっ

かり取り組んでいただきたいと思います。 

 

        （女性相談支援センター費について） 

        次に、令和６年度当初予算の課別説明書の子の２１ページ、女性相談支援セ

ンター費について伺います。 

        女性が直面する困難な問題、離婚やら、ＤＶやら、家庭関係の破綻から生じ

る経済的、身体的な問題、また賃金格差から生じる貧困、特に母子世帯は経済

的に相当厳しい状況にあると認識していますが、さらに性暴力やセクシャルハ
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ラスメントに苦しむ女性もおり、ストレスから精神的な健康問題を抱える女性

もいると承知をしております。 

        また最近では、家庭に居場所のない若年女性が都会の繁華街に集まり、性犯

罪や暴力に巻き込まれるケースが報道されるなど、大変憂慮すべき事態だと思

っております。 

        県では、この複雑な多岐にわたる女性への支援のため、やまなし困難な問題

を抱える女性への支援計画を今年度中に作成するというふうに承知しています。

課別説明書にある女性相談支援センター費は、この計画を踏まえたものと思っ

ておりますが、この関係について何点かお伺いしたいと思います。 

        まず第１点は、１の相談員の人件費が計上されていますが、女性相談支援セ

ンターの女性相談支援員による支援をはじめとした支援者の役割が、これは大

変重要だと思っていますが、県では支援に携わる方の確保や専門性を高めるた

めに、どのような取組をしていくのか、まずはお伺いしたいと思います。 

 

篠原子ども福祉課長 まず、女性相談支援員の確保につきましては、多くの市町村等で女性相

談支援員を配置されるよう、市町村への助言や情報提供を行い、支援員の確保

をサポートしてまいります。 

        また、支援員の専門性を高めるために研修会や勉強会を開催しますが、支援

員が参加しやすいよう、開催回数を増やすこととしております。 

         

古屋委員    ぜひそういったきめ細かな体制をより一層していただきたいと思います。 

        次に、困難な問題を抱える女性への自立支援推進事業費の（１）の相談体制

強化事業費の説明の中で、女性相談支援センターにおける相談体制を強化とあ

りますが、具体的にどのような内容か、まずはお伺いしたいと思います。 

 

篠原子ども福祉課長 新たに設置されます女性相談支援センターは、緊急時における安全確保

や一時保護に加え、本人の立場に立った相談や自立に向けた情報提供及び援助

を行っています。 

        また、若年女性でも気軽に相談できるよう、新たにＳＮＳ相談窓口を設置し、

早期発見と早い段階での支援につなげてまいります。 

         

古屋委員    最後に、よりきめ細かな支援を行うため、（２）の自立支援体制強化事業費や

（３）の補助金などにより、民間団体や関係機関との連携、協働していくこと

と思われますが、具体的な取組内容について、どのようなお考えを持って行う

のか、お聞きします。 

 

篠原子ども福祉課長 県では、関係者間で顔の見える関係を構築するとともに、ネットワーク

化を図るため、実務者レベルでの支援調整会議を、年間を通じて定期的に開催

し、随時情報や課題を共有する中で、本県の実情に合った効果的な支援を研究

し、推進していくこととしております。 

        また、民間女性団体の新規立ち上げや、活動の拡充等を支援し、柔軟で多様

な支援を行う民間団体を育成するとともに、連携、協働した取組を行ってまい

ります。 

 

古屋委員    民間団体との連携や協働は非常に重要だと思っていますが、県が委託する、

あるいは補助金を交付するような場合には、その団体の適格化や組織体制など

について十分検討の上、慎重に事業を進めていただくようお願いをしたいと思

っております。立場が弱い方々が相談して支援を求めるわけでありますから、

支援していただいた方が後々、恩を着せさせるような、言葉が良いか悪いか分
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かりませんが、そういったことがあってはならないと思いますから、十分配慮

しながら、連携、協働事業を進めていただきたいと思います。 

        いずれにしろ、女性が自らの意思に基づいて安心した生活を送り、性別に関

係なく活躍できる社会のために、県として役割をしっかり果たしていただくよ

うお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。 

        以上です。 

 

志村委員    まず先に、子の２１の、困難女性の関係で、今、古屋委員からもありました

けども、私がお聞きしたいのは、ＳＮＳ相談ということで相談体制を強化する

となっていますけれども、具体的にどのようなイメージでやられるのか、内容

についての説明をお願いします。 

 

篠原子ども福祉課長 ＳＮＳ相談につきましては、実施主体は女性相談支援センターになりま

すが、業務自体は民間に委託して事業を実施する予定でございます。 

        

志村委員    民間に委託というイメージは何となく想像がつくのですけれども、具体的に

ＳＮＳを通じて相談が来た場合のその先の対応というのはどのようになるのか。 

 

篠原子ども福祉課長 ＳＮＳ相談自体は民間に委託しますが、その内容に応じて女性相談支援

センターの相談員につなげていただき、そこからまた必要な支援につなげてい

くような形をとろうと思っています。 

         

志村委員    直接相談が行くというよりは、敷居を下げてＳＮＳでというイメージでも捉

えられるのですけれども、今の御説明だと間にワンクッション入るということ

だから、直接相談員さんのところに相談が行くわけではなくて、タイムラグが

生じたりとか、あるいは、その民間事業者さんがその相談者本人とやり取りを

するという時間と、そこからまたセンターにつなぐということで、この間の時

間的なロスではないですけれども、段階を踏むことになるのは、他の分野でも

ＳＮＳの相談があると思うのですけれども、これに関して今まで、例えばＤＶ

の相談というのは女相とぴゅあでやっていて、７割ぐらいが女性相談所に来て

いると思いますが、敷居が下がることによって、また相談ケースが増える可能

性もあって、それを今度は時間内にさばけるのかということも出てくると思う

のですけれども、やりながら考えていくことかもしれないですけれども、その

辺の御検討は計画づくりの中でもされて、こういった形になっているのかどう

かをお願いします。 

 

篠原子ども福祉課長 委託業者と相談支援センターの連携は当然ながら密に取りながら、入っ

てきた情報については、速やかに情報が伝わるような体制をとっていきたいと

思っておりますので、相談対応に落ちのないようにしていきたいと思っており

ます。 

 

志村委員    とにかくそのアンケート調査が計画案の中にも紹介されていて、どこに相談

していいのかというような、相談できる相手がいないというのが非常に多い中

で、相談の間口を広げるということは非常に重要だと思います。 

        そういった中で、女性相談支援員の人数を令和１０年度末に４倍増、４０人

ということですから、今の人数から倍増というかそのさらに倍ということにな

りますけれども、具体的に今後どのような形で市町村にも計画の策定をお願い

する中で、相談支援員をどのように増員していくイメージでいるのでしょうか。 
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篠原子ども福祉課長 県の計画につきましては、法律の中で計画をつくると決められており、

市町村についてはまだ努力義務という形になりますが、県の計画を推進してい

くに当たりましては、やはり市町村でもそれぞれの市町村計画をつくっていた

だいて、女性支援の業務に携わっていただくというところを想定しております

ので、県に今までいる相談員さんの数に加えまして、各市町村で最低１人は相

談員さんを置いていただきたいということで、ＫＰＩを定めさせていただいて

いる状況でございます。 

 

志村委員    承知しました。それから、これはＤＶの計画案のほうで、子ども福祉課さん

のほうでも、これに関わる、重複する内容でもあるかと思うので出してくださ

っていますけれども、相談支援センターに今度は、ホームページの多言語化や、

通訳を確保していくということがありますけれども、これについては具体的に

どのように進めていくのでしょうか。 

 

篠原子ども福祉課長 多言語化につきましては、まだ具体的な検討がされていない状況ですの

で、今後検討させていただきたいと思っております。 

         

志村委員    相談者が必ずしも日本語を使う方ばかりじゃないということなので、特に外

国人の住民の方が増えてくると、場合によってはそういうことへの対応も必要

になると。あるいは県外から山梨にということも想定されるということになる

ので、そうなると、当然常駐しているスタッフの方だけではなかなか難しい面

も出てくるので、外注というか、それなりにたけた事業者の方に、あるいは協

力者の方にお願いをするということになると思いますが、もう一つ、子供を抱

えて、例えば一時保護の対象になるような方もいて、そこに学習支援員を配置

ということもありますけれども、これは、今はそういうものはなくて、今後や

りますということなのでしょうか。 

 

篠原子ども福祉課長 現在も学習支援という形で、職員が対応するような形をとっております。 

         

志村委員    職員の方ができる範囲内でやられることができると思うのですけれど、なか

なか恒常的に置いておける方でもないかなと思うので、本当に民間の方も含め

て、様々な協力体制をしっかり組んでいくということが大事なのかなと思って

います。 

        ここにもありますけれど、民間団体へのアドバイザー派遣というようなこと

のほかに、少し前に報道でも出ましたけれども、シェルターを設置すると出て

いました。このシェルターというのは、当然県でというよりは民間の事業者さ

んがシェルターを設置する。場合によってはその必要な費用を、これで設備設

置者に助成するということも含めて、対応ができるようにということなのかな

と思いますけれども、シェルターを民間に設置するというのは、数がどのぐら

いで、それで大体どのようなところにお願いをしたらという想定をしているの

か。あるいは手を挙げていただいて、自らシェルターを設置しますというとこ

ろをサポートしていくのか。どのようなイメージなのか、もう少し詳しくお願

いします。 

 

篠原子ども福祉課長 自立支援シェルターというのは、一時保護の後、継続して生活上支援が

必要な女性に対しまして、民間団体による一時的な居場所において、被害者等

の個々の課題に応じた生活相談や行政機関への同行支援、あとは就職支援等を

実施していく予定でおります。 

        想定としては、まだ幾つという形では想定しておりません。今、活動されて
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いる民間団体の中で、こちらで想定される事業を委託できるようなところがあ

りましたら、お願いをさせていただく予定でおります。 

        

志村委員    あと１点お聞きしますが、この間のいのちのセーフティフォーラムのときに

も話題で出ましたけれども、県の女性相談支援センターになる施設が、携帯・

スマートフォンの持ち込みについて制限をしていることもあり、それなら他に

というか、それならやめますということもあるよというところを何とか改善し

ないと、ということがありました。ぜひ今後、何らかの状況からそこを求めて

避難してくるというか、保護する必要がある状態で来る女性の方々がスマート

フォンまでなくなると、必要な連絡が取れなくなるということを非常に心配さ

れているので、そこの改善はぜひ図っていただきたいなと思っていますけれど

も、いかがでしょうか。 

 

篠原子ども福祉課長 保護を求めて来られる方についてはどうしても行動の制限というのが入

りますので、携帯の使用についても制限がありますが、今後は自立支援も含め

て支援をしていくというような形になりますので、その辺の取扱いについても

現状を見ながら改善をしていきたいと思っております。 

         

志村委員    とにかく、法の施行に伴って新年度から取組がさらに強化されていくことを

期待していますし、次年度にはまだすぐにはなかなか難しいのでしょうけれど

も、女性相談支援センターの機能強化、スタッフの増強ということも視野に入

れて、しっかりと取組を進めていただけるようにお願いをしたいと思います。 

 

        （葬祭費負担金について） 

        あと、福の６９ページになりますけれども、確認をしたいのですが、衛生薬

務課のほうで葬祭費の負担金というものを、県が最終的にしなければならない

ことがあるかと思うのですけれども、４２万４，０００円で、これは想定して

いるのは何件ですか。分かりますか。 

 

藤巻衛生薬務課長 葬祭費の負担金、これは行旅死亡人のものですけれども、予算額４２万４，

０００円ということで、たしか２人だったような気がするのですが、この辺に

ついて確認をいたしまして、また後ほどお答えさせていただきたいと思います。

すみません。 

 

志村委員    承知しました。そこまで行旅死亡人はいないと思うのですけれども、ただ、

市のときにもそうだったのですけれども、実際にその方を火葬しなければなら

ないとなったときに、もちろん役所の職員が火葬できるわけではないので、業

者さんにお願いをしなければならないと。お願いをした上で火葬場に運んで、

お骨にするという作業をするのですけれども、これは非常に件数が少ないので

すけれども、状況として変わっていない。他に方法がないということで、その

葬祭事業者さんが最終的に頑張ってくださってできているというところで、件

数自体の見積りは、もしかしたら２人ということなのかもしれないですけれど

も、実際に各市町村でそのような状況が発生したときに、市町村のほうでもで

きるだけ詰めて、要するにコストをかけないでやってくれということになって

いて、事業者さんのほうで非常に苦労されているというお話を聞いています。 

        これはもちろん、新年度、行旅死亡人の方がどのくらい出て、それに対して

市町村の対応に県が最終的に費用を負担するという件数が、どれくらい出てく

るか分かりませんけれども、その状況を見ながら、市町村を通じて業者さん等

の状況もよく聞いていただいて、必要な対応をしていただきたいなとお伝えを
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したいわけですけれども、いかがでしょうか。 

 

藤巻衛生薬務課長 まず、先ほどの想定の件数ですけれども、今確認いたしまして２名という

ことになっております。 

        また、様々な葬祭に関する事務はかなり煩雑といいますか、いろいろなこと

をしなければならないというのも承知しておりますので、このようなケースが

ありましたら、市町村の担当者とよく話をしながら、なるべく市町村のほうに

も負担がかからないような形で進めていただければと思っております。 

 

        （人と動物の共生社会推進事業費について） 

志村委員    あともう一点だけ、次の福の７０ページで、先ほども猫の不妊・去勢手術の

関係が出ましたけれども、令和６年度は飼い猫を対象としないということで、

少し予算額も抑えられているんだなと改めて思いましたけれども、ここで確認

ですが、例えばボランティアさんとか地域猫活動をしている方々が、家で、ケ

ージなどで飼育をされていると、飼い猫の扱いになるかどうかと思うのですけ

れども、そのような場合や、あとはあまり好ましくないですが、多頭飼育にな

っているような状況の方、こういった方々はどのような扱いになるのでしょう

か。 

 

藤巻衛生薬務課長 今、ボランティアさんがということでしたけれども、自分で飼っているか

どうかというところで、占有権を持つか持たないかというところもございます

ので、ボランティアさんはあくまでも、一時飼育したものを次の方に飼っても

らうということで、そこで保管をしているという考え方になろうかと思います

ので、飼い猫ではないということになると思います。 

        ただ、その方も自分でこの猫は飼っているという、これとこれは私の猫なん

ですという方も多くいらっしゃいますので、これについてはよく話を聞きなが

らということになっております。 

        あともう一点、多頭飼育につきましては、自分で集めてしまう場合と、避妊・

去勢をしないでどんどん増えてしまうということが大きな要因となっておりま

すけれども、それにつきましては飼い猫という認識で普段対応をさせていただ

いております。 

 

（やまなし保育支援者派遣事業費補助金について） 

菅野委員    子の８ページ、やまなし保育支援者派遣事業費補助金について伺います。繁

忙時等における保育支援者の確保に対して助成するということですが、保育支

援者とはどのような方なのか、資格がいるのか、いらないのか、そうしたこと

も含めて教えてください。 

 

山本子育て政策課長 保育支援者とは資格を持っていない方でございます。保育に関心を持っ

ていてお手伝いしていただける方ということになります。 

 

菅野委員    資格がない方ということですが、保育に関心がありお手伝いをしていただけ

る方をそれぞれの保育事業所で確保した際に、この助成事業を使えるというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

山本子育て政策課長 基本的には、施設で人材を見つけていただきます。民間の人材派遣会社

などに人材の派遣を依頼する場合、手数料がかかりますが、その手数料の部分

について補助をする事業でございます。 
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菅野委員    一昨年できた保育士・保育所支援センターとの関係はどのように考えたらよ

いでしょうか。 

 

山本子育て政策課長 資格を持っている方と持っていない方という分けになりますが、依頼が

あれば、そういった人材を見つけることはあると伺っております。 

 

菅野委員    先ほど、人材派遣の関係の手数料という話がありましたが、人材派遣会社を

活用しても、保育士・保育所支援センターを活用しても、どちらの場合でもよ

ろしいということでしょうか。 

 

山本子育て政策課長 保育士・保育所支援センターは手数料を取っておりません。民間の事業

所では取ると聞いていますので、その部分について補助をするということです。 

 

菅野委員    承知しました。保育支援者の一時的な確保ということですが、一時的とは、

どのくらいの期間を想定されているのか伺います。 

 

山本子育て政策課長 これからはっきりさせていきますが、一時的ということで、最長で１か

月から２か月程度のスパンを考えております。 

 

菅野委員   １、２か月と短期の一時的な確保ということですが、保育事業所等は慢性的な

保育士不足ですので、子供たちの安全を守るためにも、正規の保育士を確保でき

るような支援策を期待したいと思います。 

 

（プレコンセプションケア推進事業費について） 

次に、子の１４ページ、プレコンセプションケア推進事業費について伺います。

妊娠に関する検査等含めて、妊娠・出産に向けての健康管理等を支援するとい     

う中身でありますが、具体的にどのような方がこの事業に参加する想定なのか   

教えてください。 

 

山本子育て政策課長 委員の御指摘のとおり、将来の妊娠・出産に備えた支援ということで、

実は今年度も大学生を中心にプレコンセプションケアは実施しています。若い

女性を基本に、将来、妊娠・出産を希望する方に、プレコンセプションケアの

研修を受けていただき、自分の健康を振り返っていただき、かつ、希望する方

には妊孕性を判定する検査を受けていただき、妊孕性が低いと判断された方に

ついては、まず、大学の先生のオンライン面談を受けていただき、今後のライ

フプランについて検討していただく事業になっております。 

 

菅野委員    若い女性という話がありましたけれども、先ほど、大学生を対象に行ったと

いうことですが、学生か否か、働いているか否かなど、参加するに当たっての

対象の制限はあるのでしょうか。 

 

山本子育て政策課長 今年度実施したセミナーにつきましては、基本的に大学生を中心としま

したが、来年度行う事業につきましては、基本的には働く女性ということで、

企業に従事するまたは自営で働く女性を対象に行っていきたいと思っておりま

す。 

 

菅野委員    承知しました。若くて、現在、仕事をしている女性が対象ということですが、

先ほど、卵子凍結保存の助成事業のところでは、年齢的に妊娠が難しくなって

くる方で、プレコンセプションケアの研修会を受講した方という話だったと思
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いますが、そうすると、対象になる方の年齢の考え方が難しいと思いますが、

その辺はいかがでしょうか。 

 

山本子育て政策課長 大変難しい問題だと思いますが、プレコンと卵子凍結につきましては、

年齢を合わせる形で実施したいと考えております。働く女性と言っても、例え

ば１８歳から働き始めますので、そういった女性から、妊娠が難しくなるよう

な年齢の女性まで含めて、検討をしていきたいと思っております。 

 

菅野委員    何歳から何歳までという具体的な年齢は、今後、検討していくということで

しょうか。 

 

山本子育て政策課長  そのとおりです。 

 

菅野委員    承知しました。 

 

        （訪問看護業務効率化システム普及促進事業費について） 

あと１点、福の１８ページ、訪問看護業務効率化システム普及促進事業費に

ついて伺います。業務効率化システムの普及に向けて、機器の展示や貸し出し

を行うということですが、具体的な中身を教えてください。 

 

清野健康長寿推進課長 この事業でございますが、今年度６月補正で、モデル事業の予算を計

上させていただいたものの関連でございます。帳票訪問看護システムとは、訪

問看護事業所が、訪問先の要介護者のバイタルデータ、体温や血圧などの受診

記録や服薬情報をスマホ等の機器を活用し、取得するとともに、訪問看護記録

を電子的に作成管理することによって、医療機関、関係機関等とデータ連携を

図ることを目的としたシステムでございます。今年度、システム開発、また、

システムを活用したモデル事業を実施して、活用上の課題等の研修を行ってい

るところでございます。来年度につきましては、これを踏まえて、介護福祉総

合支援センターにシステムの機器を展示するとともに、試験的に利用していた

だくための貸し出し等を行うと同時に、相談にも対応して、普及を図っていく

事業でございます。 

 

菅野委員    承知しました。現場の医療機関の看護職等から、こういった業務効率化シス

テムは特定業務の拡大につながるのではないかということや、便利になるかも

しれないがどう使うのかが問題になってくるのではないかという心配の声もあ

ります。そういった所へはどのように対応していくのでしょうか。 

 

清野健康長寿推進課長 本年度のモデル事業の中で、システムを使うに当たっての課題の把握

もやっており、そうした様々な課題を踏まえた上で、今後の普及につなげてい

くことを考えております。 

 

菅野委員    現場の職員の声などをしっかり聞き取りしていただいて、よりよい医療活動

につながるように御検討いただきたいと思います。 

         

 

討論     なし  
 
採決     全員一致で原案に賛成すべきものと決定した。 
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※第２４号  令和６年度山梨県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

 
質疑     なし  
 

討論     なし  
 
採決     全員一致で原案に賛成すべきものと決定した。 
 

※第３１号  令和６年度山梨県国民健康保険特別会計予算 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案に賛成すべきものと決定した。 
 

 

※付託案件 

※第４号  山梨県行政機関等の設置に関する条例等中改正等の件 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  

※第１４号  山梨県障害者幸住条例中改正の件 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  

※第１５号  山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例中改正の件 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  
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※第１６号  山梨県立精神保健福祉センター設置及び管理条例及び山梨県精神科病院に 

入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例中改正の件 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  

※第２０号  山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例廃止の件 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  

※第４１号  地方独立行政法人山梨県立病院機構中期計画の認可の件 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  

※第４２号  山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定める条例等中 

改正の件 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  

※第４３号  山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例等中改正の件 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  

※第４４号  山梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例等中改正の件 
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質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  

※第４５号 山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例等中改正の件 

 
質疑     なし  
 
討論     なし  
 
採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。  
 
 

※請願第５－４号  「保育士配置基準改善と大幅な賃金引き上げを求める意見書」の採択

を求めることについて 

 

意見         
 
菅野委員    請願審査に賛成の立場で討論いたします。 
        保育士配置基準の改善を求める運動が全国に広がる中で、政府のこども・子

育て支援加速化プランには、１歳児を除く配置基準の改正と処遇改善が明記さ

れました。しかし、経過措置が設けられたことに対して、配置基準の改善が棚

上げされかねないと懸念が広がっています。全ての年齢での基準改正を実現す

るためにも、配置基準改正の期限を明確にして、それまでに低賃金・長時間労

働といった保育士の労働環境を抜本的に改善し、必要な保育士を計画的に確保

していくことが求められます。子供たちが安心して育つという当たり前の権利

を守るためにも、確実な配置基準の改正と、全産業平均と比べて約７万円も低

い賃金の引上げが必要です。  
        以上の理由から、請願の採択を求めます。 
 
中村副委員長  お願いします。今、菅野委員のほうから述べられた件ですけれども、私自身

も子供は保育園等でお世話になった経緯もあって、非常に保育士の皆さんが大

変だということは重々承知をしておるところですけれども、これに関しまして

は大筋採択すべきと承知はしておりますけども、現在のところ継続審査をすべ

きではないかという考えであります。 
        このような状況の中で、保育士の処遇改善として賃金の引上げについて補助

をということですけれども、まだ国の財源が固まっていないような状況の中で、

県が率先して進めるというところにつきましては、まだ様子を見たほうがいい

というところで、検討すべきというような状況だと思われます。 
        このような状況の中で、国の動向として、処遇改善については、改定価格に

算定の基礎となる職員の人件費の引上げというところを考えた上で、令和５年

人事院勧告を踏まえた対応を実施するとともに、民間給与動向等を踏まえてさ

らに進めていくこととされておりますので、こういったことを踏まえた上で継

続審査ということが妥当だと考えております。  
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討論        なし 
 
 
採決        採決の結果、起立多数で継続審査すべきものと決定した。 
 

 

 
※請願第５－１２号  「現行の健康保険証の存続を求める意見書」提出を求めることにつ

いて 

 

意見         
 
菅野委員    全国的な保険医団体の調査によりますと、昨年１０月以降、少なくとも全国

約５，２００の医療機関でトラブルがあったことが明らかになっています。昨

年末の政府による総点検後もトラブルは続いており、システム自体が不完全だ

と指摘をされています。マイナ保険証を利用することは医療現場において大き

なリスクであり、健康保険証の廃止で医療現場は大混乱に陥るとされています。 
        また、大規模災害が起きた際には、停電による通信インフラの遮断により、

マイナ保険証を使うシステムの利用が困難になる可能性も指摘されています。

医療機関で現在起きているトラブルを解決できたのは、今の健康保険証がある

からです。保険証の廃止をやめ、国民と医療現場の声に従って健康保険証を存

続させるべきです。  
        以上の理由から、請願の採択を求めます。 
 
寺田委員    本請願について、意見を申し上げます。 
        マイナンバーとの紐付けに誤りのある事案が複数発生していることは承知し

ておりますけれども、現在、国ではマイナンバー情報総点検本部を設置し、デ

ジタル庁を中心に関係省庁と連携して、政府全体で総点検と再発防止を強力に

推進していると承知しています。 
        また、こういった手続上のミスというものは、アナログ・デジタルに問わず

万全を期して、細心の注意を払っていただきたいというところは思いでありま

すけれども、こうした状況を踏まえますと、今後の国の動向等を十分注意して

いくことが必要であることから、継続審査とすべきものと考えます。  
 
 
討論        なし 
 
 
採決        採決の結果、起立多数で継続審査すべきものと決定した。 
 

 

※所管事項 

 

質疑に先立ち、執行部から第５号議案「山梨県の事務処理の特例に関する条例中改正の件」

について当委員会の所管に係る部分の説明が行われた。 

質疑 

 （健康長寿やまなしプランについて） 

菅野委員    まず、健康長寿やまなしプランのことでお聞きします。 
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        先月、パブリックコメントの募集が終わっていますけれども、健康長寿やま

なしプランの中で、介護職員の需給見込みが作成中とありましたけれども、い

つ正式に発表されるのか伺います。 

 

清野健康長寿推進課長 介護人材の需給推計につきましては、国から示される方向によって行

うこととされておりますが、国から提供されることとなっておりました推計の

ためのツールの提供が大幅にずれ込んだため、県の推計作業に大幅な遅れが生

じているところでございます。 

        現在、人材の推計値を盛り込んだ健康長寿やまなしプランの最終案の取りま

とめを行っているところでございまして、今月開催いたします地域包括ケア推

進会議にその内容も含めて諮ることとしております。 

         

菅野委員    介護人材の確保と定着を考えていく上では、こうした数値は大変重要だと思

いますので、国からの指導の関係もあるかと思いますけれども、できるだけ速

やかに発表していただければと思いますが、あわせて、今回、今月末に提示さ

れるものは、またインターネット上でも見られるような形になるということで

よろしいでしょうか。 

 

清野健康長寿推進課長 地域包括ケア推進会議に提出いたします最終案につきましては公表を

しておりますので、そちらのほうで御覧いただくことが可能です。ホームペー

ジに掲載はしないことになると思いますので、判明した時点で情報提供等をさ

せていただきたいと思います。 

 

        （地域医療構想について） 

菅野委員    地域医療構想について伺います。第８次の山梨県地域保健医療計画の案が示

されておりますけれども、地域医療構想のベッドの削減といいますか、そうい

った状況について、このコロナ禍の中では一時、調整会議等も行われていなか

ったのかなと思うのですけれども、また最近、この会議等が行われている状況

もあるようですので、そうしたことから現状はどのように進んでいるのか、そ

れから当面、２０２５年の目標という数値が、現時点ではどの程度の病床数と

いうことを想定されているのか、伺います。 

 

若月医務課長  地域医療構想の進捗に関する御質問をいただきました。委員がおっしゃると

おり、コロナの影響で地域医療調整会議が開催できていませんでした。 

        今年度は４圏域全て開催をいたしまして、状況といたしますと、やはり高齢

化の進展といいますか、そうしたものがかなり目の前に迫ってきているという

様子がありまして、医療機関のほうでも、別途、急性期から回復期へ転換して

いくというような、そうした方針というものを聞いているところでございます。 

        地域医療構想の２０２５年の必要病床数ですが、約６，９００床ということ

で、２０２２年の病床機能報告のときが７，６００床でしたから、ここからさ

らに７００近くの病床が削減といいますか、差があるというところだと考えて

おります。 

        一方で、この２０２５年の病床数というものを、県が医療機関に押しつける

とか、そうしたものでは全くございませんので、地域で必要なものを考えてい

ただき、そして自主的に削減ないし、また転換にも取り組んでいただくという

ようなものでございます。現状はそうしたところでございますが、医療機関側

もかなり進んできているような状況と考えているところでございます。 

         

菅野委員    今のお話の中で確認をしたいのですけれども、病床を考えていく上で、回復
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期は増やし、高度急性期や急性期を減らしていく。大きくは急性期を一番減ら

すという状況で、そこは間違いないでしょうか。 

 

若月医務課長  県全体で見ますと、急性期の病床が多いと認識をしております。 

         

菅野委員    そうしましたら、２０２５年をめどに６，９００床ほどに調整をしていくと

いう話ですので、２０２５年といっても来年になると思うのですけれども、今

後、４圏域の調整会議で具体的な内容は詰めていくということで、計画として

はこのままの計画で進むという認識でよろしいですか。 

 

若月医務課長  地域医療構想につきましては、２０２５年が終期になっております。一方で、

この進捗の状況がどの程度まで進んでいるのかというのは、全国的にもいろい

ろな意見がありまして、また、高齢化というものが２０２５年で終わるわけで

はない。今度は２０４０年にかけて高齢者が増えていく。全体としては増えて

いく。地域別で見ていくと、高齢者自体が減少していくところもあれば、高齢

者が増えていくところもある。そうした状況がございます。 

        そうしたこともありまして、国のほうでは、新たな地域医療構想の策定につ

きまして検討といいますか、そうした話が出てきております。 

         

志村委員    すみません、１点だけ。今日午前中、聴覚障害の方がここで傍聴されて、手

話通訳者を派遣していただいて、委員会の内容を御理解いただけたと思うので

すけれども、先ほど、幸住条例の一部改正もありましたし、手話言語条例もで

きたというところで、情報保障という意味で、県としてもしっかりと聴覚障害

のある方の、要するに聞こえない人と聞こえる人が情報を受け取る際にあまり

格差がないようにしなければならないということで、その情報保障、あるいは

合理的配慮ということをしていかなければならないということと、それから条

例上、必要な財政措置を講ずるということがありまして、今回の場合は議会の

ほうで、もしかしたら手話通訳者さんの費用負担をしてあげるべきところと思

うのですけれども、いろんな場面で必要性が出てきたときに、しっかり手話通

訳者を当てられるような財政的な取組にも今後は少なくとも条例ができて、ま

た１年経つという中で、県としても十分配慮していただきたいなと思うのです

けれども、所見があればお願いしたいと思います。 

 

渡邊障害福祉課長 情報保障という観点で、手話通訳による意思疎通支援を行っていくことが

重要であると考えております。通訳者の委嘱されている方、午前中に５６人い

らっしゃるということで、受講者を増やし、受験者を特に若い人に受講してい

ただいて、手話通訳者を確保していきたいと考えております。 

        そして、派遣されたときの報酬につきましては、令和４年に報酬を一部上げ

たところでありまして、全国的に見ると高いところもありますけれども、平均

よりは上回っているような状況になっています。引き続き、通訳の人材の確保

ですとか、報酬についても他県の状況の研究等をしてまいりたいと思います。 

         

志村委員    ぜひそちらのほうもお願いしますということと、ストレートに言ってしまう

と、ここの手話通訳者さんは議会事務局のほうで予算を取って、必要に応じて

指名しないといけないと思いますけれども、それとあわせて、県のいろいろな

会議等も含めて、手話通訳者さんを必要とするケースがあった場合にきちんと

対応できるように、予算化も含めて対応をお願いしたいなということですけれ

ども、いかがですか。 
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渡邊障害福祉課長 手話通訳者の派遣に係る経費につきましては、例えば障害福祉課での会議、

審議会などでは予算を計上しているわけでございますけれども、そういう聴覚

障害のある方が参加者であるですとか、そういったことは十分考えられますの

で、そういう観点で庁内への周知などはしてまいりたいと思います。 

         

 

その他   ・明３月６日午前１０時に委員会を開き、教育委員会関係の審査を行うこととし

た。 

 

以    上  

 

 

                           教育厚生委員長 臼井 友基 


